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“ステラ”の損害について判断“ステラ”の損害について判断
被告に対し、｢６４００万円を支払え｣との賠償命令!!被告に対し、｢６４００万円を支払え｣との賠償命令!!

前 田 尚 一弁護士

「法科大学院 「裁判員制度」等々時代を語るキーワードが溢れる司法だけではなく，社会全体が「法」，

化社会」に向かい，法律家を取り巻く環境も大きく急激に変わってきた。

このような大きく急激な変化を具体的な形として予測していた法律家はおそらく僅少であろうが，変革

自体は，予言として，あるいはスローガンとして語られてきたところであろう。

そういえば，私も，職業人として置かれている環境については関心を持たざるを得ず，特に独立するこ

ろは，ともかく情報を集めまくり，その中から世間的にも関心ありそうなものは，いろいろな場で話の種

にさせてもらった。

今回は，当時，非常に衝撃を受け，当事務所の小冊子や講演などで紹介したお話しを，現在の情報を補

充しながら紹介しよう。

ご承知の方も多いかも知れないが，アメリカのステラ・リーベックさん（女性）のお話だ。昔話とはい

え，アメリカの訴訟制度と関連付けながら，他のことも考えてみるとなかなか面白い。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１ ステラさんが、ファーストフードで買ったコーヒーでお尻に火傷を負ったため、アメリカのニューメ
や け ど

キシコ州で裁判を起こした。裁判所は、１９９４年９月、ステラさん自身の過失２割としてその分を減

額したうえで、何と６４万ドル（当時で６４００万円）の賠償額を認めたのだ。

ステラさんは、どうして、口とか喉にではなく、お尻に火傷を負ったのだろうか。実は、ステラさん
のど

は、自動車を運転してドライブスルーへ赴き、テイクアウトでコーヒーを買い、自動車の運転席に座っ

たまま、太股にコーヒー容器を挟んで蓋を開けようとしたところ、容器が倒れたからだそうだ。なお、
ふともも ふた

ステラさんは７９歳だ。

２ さて、日米比較のために、私が担当した交通事故事件のうち，ステラの事故と近い平成７年に起きた

事例をあげてみよう。いずれも法律関係の文献にも紹介されたものだ。

ある会社グループ（総売上高約１３億円）の現役ばりばりの創業者（６１歳）が交通事故に遭遇し、

不幸にも死亡してしまった。創業者には全く落ち度がなく、相手方が赤信号で交差点に進入してきたと

いう一方的な責任がある事案だ。裁判所の決めた賠償認容額は８１００万円強であった。

保険会社の提示額は６０００万円強であり、裁判を提起して２０００万円増額されたことになった。

損害賠償の対象ととなる，死亡しなければ得られたであろう収入（ 逸失利益 ）の理解について，裁判「 」

の常識が被害者の感覚とずれている点を当方が論難する裁判となり，かなり当方の主張を容れてくれた
い

裁判であった 。*1
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同じ時期に，自転車で横断中，重度後遺症の障害を負った交通事故事件を担当した。

裁判前に既に治療代等が相当の金額が支払われていたことに加え，近くの横断歩道を渡らず無灯自転

車に乗って幹線道路を横断した被害者の過失は多大であるとして，共済組合が最終的に提示した残額は

５４万円であった。

そこで，私が担当して裁判を提起したところ，重大な過失ではないと判断されたほか，一定の病院入

院の介護料も認められた。残額としても１９００万円弱の賠償が認められた 。*2

死亡あるいは重大な後遺症がある事案でこれらの事案は，日本での交通被害者の救済を語るうえで，

は，保険会社と示談してしまうより，裁判を起こした場合の方が，賠償金額が多くなるのというのが通常である

ことの例としてあげるのに適切な事例であると思う。

しかし，アメリカの実情，とりあえず，ステラお婆さんの事件と比較するだけでも，人身事故の損害

賠償認容額に大きな開きがあることがわかる。アメリカではいささか無茶をしてお尻に火傷をしたら６

４００万円とれるが，日本では，全くの落ち度なく死亡した経営者についてでさえ，８１００万円であ

る。

そして，重度後遺症の障害を負っても，時には，残りは５４万円しかないよ，と誤魔化されかねない

のだ･･････。

３ 日本とアメリカで，裁判所の人身事故の損害賠償認容額に大きな開きがあるのは何故だろうか。それ

は次のような理由による。

日本では被害者の失ったものを金銭評価するといくらになるかという面から賠償額を決めることにな

（「 」）。 ， ， ，る 実質的賠償 これに対し アメリカでは この実質的賠償の額それ自体高めであることに加え

今後の事故防止のために加害者に社会的責任を金銭で償わせる制度があるためだ（ 懲罰的賠償 。「 」）

そして，このようなことが起こるのは，アメリカでは，弁護士の数が極めて多いこと（過当競争？）

と陪審制度をとっていることが原因だともいわれてきた。要するに，弁護士がとにかく訴訟を提起し，

陪審員相手に言葉巧みに弁論し，ときにはその感情に訴え，賠償額をつり上げることが常識になってい

るのだ。

４ アメリカの弁護士数は，当時でも８０万人とか９０万人とかいわれており（なお，平成１５年で１０

０万６７８３人 ，弁護士も分野専門化しており，実に商売熱心である。*3）

イエロー・ページに顔写真入りの一面広告を出し，また，２４時間，フリー・ダイヤルで受け付ける
職 業 別 電 話 帳

法律事務所もざらにある。事故は何時起きるか分からないから，マゴマゴしていると他の事務所に事件

をとられてしまうからだ。

ロサンゼルスでテレビを見ていたら，突然自動車が衝突する場面が出たので，何かと思ったら，法律

事務所のコマーシャルであった。そして最後に 「当事務所にお任せ下さい。泣き寝入りしてはいけま，

。 。 。」せん 貴方は莫大な賠償を受ける権利があります ＊＊年の実績を誇る＊＊＊＊法律事務所でした･･･

とコメントあり。･･････愕然。
がくぜん

日本語のホームページも開かれている。

「当方は，経験豊かで行動派の弁護士です。飲酒運転で告訴された方の弁護に力を注いでいます。･･････是

非 “飲酒運転ケースの成功例”をご覧下さい。これまで手がけてきた飲酒運転ケースの殆どで成功を納め，

ています。･･･日本語での問い合わせは，日本語アシスタント＊＊＊子（日本人女性）まで 」。

（http://www.topgundui.com/jp）
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６ ちなみに，当時の法曹人口を比べてみると，次のとおりだ。

日本の人口はアメリカの２分の１程度だが，弁護士数は約１万６０００人に過ぎない。人口比率でい

うと，アメリカは３５０人に１人の割合だが，日本は８５００人に１人の割合だ。

なお，司法試験の合格者数は，当時，５００名前後であったが，平成１１年から１０００人程度，平

成１６年から１５００人程度となった 。概ね，合格者が司法修習生となり，法曹となっていた訳であ
*4

る。

そして，平成１８年９月１日現在で，弁護士２万１９８３名，弁護士法人２０４法人，準会員４名，

沖縄特別会員１１名，外国特別会員（外国法事務弁護士）２４９名である。

今年からロースクールの卒業生が受ける新司法試験が，旧司法試験と並行して始まったが，平成１９

年中には少なくとも２６００人の修習修了者が誕生することとり，平成２０年には２７００人，平成２

１年，２２年に２９００人，２３年は３１００人，以後は毎年３０００人ずつ，法曹が誕生するという

予想もある 。*5

弁護士数は，現在２万人強であるが ，平成２２年には３万人を突破し，平成３０年には５万人に達
*6

すると予測されている。

もっとも，アメリカの弁護士は，今や１００万人を超えていることは，先に述べたとおりだ。

６ アメリカの訴訟専門の弁護士（ トライアル・ロイヤー ）は，業務拡大のためどんどん訴訟を起こし「 」

てしまう（民事訴訟の当時の年間数を見ると，日本では約２５０万件程度であるが，アメリカでは約１

８００万件に及ぶ 。費用は全て弁護士が負担する代わりに，勝ち取った額の３割から５割を頂戴する。）

（ 完全成功報酬制 。「 」）

なかには事故が起きると病院に駆けつけ，あるいはいつも病院に待機し，慌てふためく被害者や家族

（「 」 ）。から委任状をとりつける弁護士もいる アンビュランス・チェイサー 救急車の追跡者という意味

“ボパール事件”もよく紹介された。１９８４年，インドのボパールで，ガス流出事故が発生し，付

近の住民２０００人以上が死亡し，２万人以上が負傷するという大惨事が起きた。そのとき，アメリカ

， 。 ，から弁護士が大多数でわざわざボパールまで乗り込み 被害者から委任状を取りまくったのだ そして

損害賠償額の高いアメリカで裁判を起こした。

７ 陪審制度は，アメリカ民主主義の理念に基づく仕組みであるといわれるが，反面，陪審員個人のパー

ソナリティや生活意識，ときには偏見に影響される側面がある（ちなみに，陪審は，場合によっては，

裁判のために何日も拘束されるが，日当は５０ドル程度とのことである。仕事どうするのかナ～?? 。）

， 。人種問題が影響したともいわれるシンプソンの刑事事件での無罪判決も 陪審員によるものであった

ところが，民事事件では，これも陪審員によるものであったが，シンプソンの責任を認めて，８５０万

ドルの損害賠償を命じた。この差は一体どこから来るのだろうか。

ステラお婆さんの事件も，最終的には裁判官が減額する判決をして６４万ドルで収めたが，その前に
おさ

陪審員らは，実に２８６万ドル（当時約２億９０００万円）の評決を出していた。

８ 当時から，アメリカでは，企業の訴訟対策費は売上げの３％程度といわれ，これを超えると企業倒産

に至るともいわれる。日本の改正前の消費税の税率と同じである。

もっとも，訴訟対策費が消費税相当分にも及ぶのは，とんでもない賠償を請求されることがあるため

だけではなく，アメリカの企業が，訴訟を経営的観点から戦略的に利用することは当然と考えているこ
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とも大きな原因と考えられる。

このような需要に応じ，アメリカには，企業法務専門の法律事務所（ ロー・ファーム ）がある。弁「 」

護士費用は時間制であり（ タイムチャージ制 ，高額設定である。一つの法律事務所が弁護士１００「 」）

０人を擁することもまれではない（ちなみに，札幌弁護士会の弁護士数は，平成１８年９月１１日現在
よう

３８５人である 。。）

そればかりか，訴訟コンサルタント会社が実に繁盛している（ ジュエリーコンサルタント 。膨大「 」）

な調査活動や，証人尋問で陪審員の感情を損ねず，好感情・同情を得るため，当日着る服装までも含め
そこ

た徹底したアドバイスとリハーサルを行う（日本人の証人は，よく「ニヤニヤするな 」とアドバイス。

を受けるそうだ 。しかも，実際の陪審員と人種，職業，性格等類似の者を集めて実際に評決までをさ。）

せる模擬裁判を行い，シュミレーションをするのだ。模擬裁判の費用は，１回あたり５万ドルが相場と

もいわれる･･････。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

以上は，最近の情報も加えてはあるが，１０年程前にご紹介したものが骨子となっている。なお，オ

リジナルでは，さらに 「中小企業をめぐる『法律問題 」について，時効，契約締結・交渉，定期借地， 』

権等について具体例を挙げて説明する内容となっている。勉強好きの先生は，是非，次のアドレスに接

続してダウンロードして下さい。

http://www.smaedalaw.com/g.htm
そういえば，当時は，オーストラリアで買ってきたタバコのパッケージの表示も，講演やセミナーの

ネタに使わせてもらっていた。日本では，＜健康のために吸い過ぎに注意しましょう＞なんて甘い表示

がされているのに，オーストラリアでは，＜ＳＭＯＫＩＮＧ ＡＤＤＩＣＴＩＶＥ（喫煙は，病みつき

になる）＞とか，＜ＳＭＯＫＩＮＧ ＣＡＵＳＥＳ ＣＡＮＣＥＲ（喫煙は，肺癌を引き起こす）＞，

＜ＳＭＯＫＩＮＧ ＫＩＬＬＳ（喫煙は命を奪う）＞等と衝撃的な表示がなされていた。１日３箱の私

も，平成１３年８月に禁煙開始し，今でも続いているので ，知らなかったけれど，今では，日本のタ*7

バコのパッケージにも＜喫煙は，あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます（詳細について

は，厚生労働省のホームページhttp://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご参照下さい ）。

＞とか，＜未成年者の喫煙は，健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧

められても決して吸ってはいけません。＞とか表示されているということを，最近知った。

世の中は，目に見える部分で確実に変わっている。

しかし，本稿でご紹介した話も，昔話とはいえない新鮮さがある。

本当の根っこの見えない部分で変わっているのは，一体何なのだろう。私には，変革の正体がまだ見

えてこない。



*1 札幌地裁平成９年１月１０日判決 判例掲載の主要な雑誌の一つである「判例タイムズ」誌に登載さ

れています（９９０号２２８頁以下 。当事務所のＨＰでも，本文中で述べた，裁判の常識と感覚とのず）

れ等について説明しておりますので，勉強好きな方は是非ご覧下さい。

http://www.smaedalaw.com/h090110.htm

*2 札幌地裁平成９年６月２７日判決 わが国で最も多くの交通事故の民事訴訟判決を掲載する「自動車

保険ジャーナル」紙に掲載されています（第1219号（平成９年10月30日発行 。当事務所のＨＰでも，共））

済組合と裁判所との間で損害額に大きな差が出た理由を，損害項目別の金額を示しながら説明してありま

す。

http://www.smaedalaw.com/h090627.htm

*3 最高裁判所編著『裁判所データーブック２００５』２８頁（財団法人判例調査会 平成１７年）

*4 http://www.moj.go.jp/PRESS/051007-1/17syutu-gou2.html（法務省のＨＰ）

*5 久保利英明弁護士が 『弁護士が倍増する「2007年問題 』などで挙げている。， 」

http://markets.nikkei.co.jp/column/rashin/personal.cfm?genre=q9&id=q98ab000_11&date=20051011

*6 http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/membership/index.html

*7 http://www.smaedalaw.com/020724.htm
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弁 護 士 （まえだ しょういち）前 田 尚 一

。 ， ，北海道岩見沢市生まれ 札幌市立新琴似北中学校 北海道札幌北高等学校

北海道大学法学部を各卒業。

平成元年，弁護士登録し，平成５年，前田尚一法律事務所を開設。

現在，北海道大学法科大学院（ロースクール）実務家教員（民事法基礎ゼ

ミ担当 。）

『のりゆきのトークＤＥ北海道 （uhb フジテレビ系）等のＴＶ番組やラ』

ジオにも出演。WEB専門ニュースサイト『ＢＮＮ』で“弁護士Ｍの法律小咄

”を担当している。最近の著書は 『家庭の安全・安心―くらしの危機管理，

マニュアル （共著 ㈱時事通信社 。』 ）

札幌市中央区南1条西11丁目1番地 コンチネンタルビル9階【連絡先】

TEL011-261-6234 FAX011-261-6241

http://www.smaedalaw.com/（HP公開中）


